
逆転現象について逆転現象について

ＭＦＮ税率が協定発効
２年目に１２％に引き
下げられた場合
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例）日タイＥＰＡの区分B5
基準税率 30%のケース
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２年目及び３年目は、
ＭＦＮ税率がＥＰＡ税率
より低くなる現象（逆転
現象）が生じる。
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（ＷＴＯ）協定税率 ＞
＜ 暫定税率

（関税暫定措置法）

基本税率
（関税定率法）

＞
ＷＴＯ協定税率が国定税率より

低い場合には、ＷＴＯ協定税率が適用される。 暫定税率が基本税率に優先して適用される
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一般特恵受益国からの原産品で、原産地証
明書が提出された場合に適用される。

ＥＰＡ締約国からの原産品で、原産地証
明書が提出された場合に適用される。
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（参考）我が国における関税率の適用関係

Ｍ
Ｆ
Ｎ
税
率

国定税率


